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日本への技能実習生送り出し企業認定について	

	

NHS 株式会社（NHS	VIETNAM.,JSC）殿	

NHS 株式会社（NHS	VIETNAM.,JSC）の 2019 年 11 月 18 日付 09/NHS 号の公文及び日本への技能

実習生送り出し条件を満たす企業の認定申請書に基づき、海外労働管理局は以下の通り認定い

たします。	

1． 技能実習事業に関するベトナムと日本の各関連省の間で 2017 年 6 月 6 日に締結した覚書

（ＭＯＣ）の規定に基づいて、NHS 株式会社（NHS	VIETNAM.,JSC）が日本への技能実習生

送り出し企業の条件を満たすこと。	
2． 技能実習事業に関する日本の法律、ベトナムの法律；日本への技能実習生送り出し事業

について労働傷兵社会省及び海外労働管理局の指導に従って、日本へ技能実習生を送り

出す義務がある。	

本文面で海外労働管理局が貴社に通知いたします。 
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